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総合調整会議（２０２１．６．１６） 

○日 時 ： 令和３年６月１６日（水） 午前９時５０分 ～ 午前１０時２５分 

○場 所 ： 栗東市危機管理センター３階 大研修室 

○出席者 ： 市長、副市長、教育長、部長等 

 

＜会議内容＞ 

１．市長の指示事項 

市長からの指示事項 

[市長] 

・個人質問には丁寧に対応し、説明責任を果たすよう改めてお願いする。新型コロナウイル

ス関連は、言い回しについて気付いた点があれば危機管理監と連携しながら整理すること。 

・職域接種では、ワクチンの種類がモデルナ製となる。２回目の接種までの間隔が、ファイ

ザー製は３週間だがモデルナ製は４週間となる等の違いがある。相違点について健康福祉

部理事から皆に資料を提供いただきたい。 

・議会中につき柔軟な対応が必要ではあるが、その前提として、確実な報告・連絡・相談や横

の連携ができていなければならない。あとでフォローできない状態になっては取り返しが

つかないので、皆にはよろしくお願いする。 

・体調を崩しやすい時期ではあるが、健康に留意いただくよう皆には改めてお願いする。 

 

２．審議事項 

 【案件名】地方創生整備推進交付金（道整備推進交付金）の活用について 

→建設部技監、建設部次長から説明 

・近年の社会資本整備総合交付金が要望額に対し配分が低い状況の中、短期間で確実な実施

が求められる事業の場合に財源不足を招く恐れがあることから、第２期栗東市総合戦略に

位置付けられる取り組みとして、市道出庭林線、市道東西線、林道東並木線他について内

閣府所管の地方創生整備推進交付金（道整備推進交付金）を活用し、組織横断的に進めて

いくことについて審議するもの。 

 

区分：決 定 

 

３．報告事項 

 【案件名】令和４年度国・県予算ならびに施策に対する要望事項について 

→市民政策部長、元気創造政策課長から説明 

・令和４年度 国・県予算ならびに施策に対する要望事項の案件２０「野洲川高水敷の管理用

道路の整備と弾力的な運用について」を、一部修正することについて報告するもの。 
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区分：了 解 

 

 【案件名】日報管理の実施について 

→総務部長から説明 

・定員適正化及び組織機構の見直し、行財政改革による事務事業等の見直し等の基礎資料と

して活用するため、全職員（再任用・会計年度任用職員含む）を対象に日報管理を実施す

ることについて報告するもの。（令和３年度より会計年度任用職員の期末手当が発生するこ

とにより人件費が増加しており、会計年度任用職員の必要性も検討要） 

・次年度以降は、毎日の日報入力の義務付けを検討する。 

 

区分：了 解 

 

 【案件名】栗東市障害児地域活動施設指定管理者の募集について 

→健康福祉部長、障がい福祉課長から説明 

・６月３０日から栗東市障害児地域活動施設指定管理者の募集を実施するにあたり、募集要

項、仕様書等について報告するもの。 

 

区分：了 解 

 

 【案件名】新型コロナウイルスワクチン接種に係る現在の状況及び今後の予定について 

→健康福祉部理事、ワクチン接種推進室長から説明 

・新型コロナウイルスワクチン接種に係る現在の状況及び今後の予定について報告するもの。 

 

区分：了 解 

 

 【案件名】第３７回旧ＲＤ最終処分場問題連絡協議会（書面開催）および第１回旧ＲＤ最

終処分場跡地利用協議会（書面開催）について 

→生活環境部長、環境政策課長から説明 

・旧ＲＤ最終処分場問題について、滋賀県により周辺６自治体及び市と情報を共有して意見

を交換するための、第３７回旧ＲＤ最終処分場問題連絡協議会及び第１回旧ＲＤ最終処分

場跡地利用協議会の書面開催結果を報告するもの。 

 

区分：了 解 

 

 【案件名】栗東市工場立地法準則条例制定（案）の概要の議会への説明について 

→産業経済部政策監から説明 

・令和３年３月１８日の総合調整会議において、栗東市工場立地法準則条例を制定し、緑地
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率等の緩和を行うことについて決定したところである。このことについて議会において説

明することを報告するもの。 

 

区分：了 解 

 

 【案件名】栗東市立学童保育所の指定管理者の募集について 

→子ども青少年局長、子育て応援課長から説明 

・６月３０日から栗東市立学童保育所の指定管理者の募集を実施するにあたり、募集要項、

仕様書等について報告するもの。 

 

区分：了 解 

 

４．閉会 

副市長からの挨拶 

・６月定例会においては、十分に理解いただけるよう、簡潔、明瞭、丁寧に説明すること。 

・個人質問に対しては、的確な答弁ができるよう、想定問答等の各種資料を事前に用意の上、

万全の態勢で臨むようお願いする。 

 

以上 


